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※あくまでも例であり、実際の契約書は、多少変わることがあります。



 北九州市（以下「甲」という。）と、       （以下「乙」と

いう。）とは、次の条項により甲が所有する土地（以下「宅地」

という。）の譲渡に関して、次のとおり宅地分譲契約（以下

「本契約」という。）を締結する。 

 （信義誠実の義務） 

第 1 条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行

しなければならない。 

 （譲渡物件） 

第２条 甲が譲渡する宅地は下記のとおりとし、乙は、自ら

が居住するための住宅を建設することを条件として、

乙はこれを買い受けるものとする。 

記 

物 件 の 表 示 

所在地     北九州市若松区大字安屋 

地 目     宅 地 

宅地番号        号 

宅地面積             ㎡ （公募・実測同じ） 

 （譲渡代金） 

第３条 甲が乙に譲渡する宅地の譲渡価格は、金     円

とする。 

 （契約保証金） 

第４条   乙は本契約締結の際に契約保証金（以下「保証

金」という。）として、金            円を甲に

納入しなければならない。ただし、既納の入札

保証金をこの保証金の一部に充当することが

できる。 

２   甲は、乙が前条に定める代金を完納したときは、

乙の請求により前項に定める保証金を乙に還付

するものとする。ただし、前項に定める保証金を

譲渡代金の一部に充当することができる。 

３   第 1 項に定める保証金には、利息を付さないも

のとする。 

 （譲渡代金の支払方法） 

第５条   乙は、第３条に定める譲渡代金の金額を、甲の

発行する納入通知書により、令和  年  月  日

までに、甲に支払うものとする。 

 （宅地の引渡し及び所有権移転並びに登記） 

第６条   甲が乙に譲渡する宅地の引渡しは、前条に定め

る金額を納入した日とする。 

２   宅地は現状有姿のまま引渡すものとする。 

３   宅地の所有権は、前項の引渡しと同時に甲から

乙へ移転するものとする。 

４    甲は、乙に協力して所有権移転登記を行うもの

とする。 

５    乙は、譲渡代金納入の際、登録免許税相当額

の印紙又は現金領収証書を提出しなければなら

ない。 

 （宅地の管理責任） 

第７条   宅地の管理責任は、宅地の引渡しを行った時か

ら乙に移るものとし、所有権移転登記が未了で

あっても、管理上の一切の費用及び災害、並び

にその他の損害は、乙の負担とする。 

 （契約不適合責任） 

第８条   乙は、譲渡物件に契約の内容に適合しないこと

を理由とする履行の追完請求、譲渡代金の減額、

損害賠償の請求及び契約の解除をすることがで

きない。 ただし、 乙が消費者契約法（平成１２

年法律第６１号）第２条第１項に定める消費者に

該当する場合には、第６条に定める引渡しの日

から２年間は、この限りではない。 

 （住宅の建築義務） 

第９条   乙は、宅地の引渡しを受けた日から５年以内に、

建築基準法等の法令に適合する住宅の建築に

着手し、住宅完成後直ちに自らが居住しなけれ    

ばならない。 

 （遵守事項） 

第 10 条 乙は、宅地に住宅を建築するときは、別紙「建築

物等に関する制限について」を遵守するものと

する。 

 （禁止事項） 

第 11 条 乙は、甲より宅地の引渡しを受けた日から次の各 

号に掲げる行為をしてはならない。 

（１）住宅を自ら居住するもの以外の用途に供すること。 

（２）宅地を引渡しした日から起算して 10 年以内に当該宅

地を転売又は賃貸すること。 

（公序良俗に反する使用等の禁止） 

第 12条  乙は、本契約締結の日から10年間、暴力団（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法第７７号。以下「暴対法」という）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害す

るおそれのある団体等であることが指定されてい

るものの事務所又はその他これらに類するもの

の用に供し、また、これらの用に供されることを

知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買

物件を第三者に貸してはならない。 

２  乙は、本契約締結の日から 10 年間、売買物件



を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関す

る法律（昭和 23年法律第122号）第２条第１項に

規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風

俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に

供し、また、これらの用に供されることを知りなが

ら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第

三者に貸してはならない。 

（実地調査等） 

第 13条 甲は乙の前条に定める公序良俗に反する使用等

の禁止に関して、甲が必要があると認めるときは、

乙に対し、質問し、立入検査を行い、帳簿、書類

その他の物件を調査し、又は持参となるべき報告

若しくは資料の提出を求めることができる。 

２  乙は、甲から要求があるときは、譲渡物件につい

て利用状況の事実を証する書類その他の資料を

添えて譲渡物件の利用状況等を直ちに甲に報

告しなければならない。 

３  乙は、正当な理由なく前２項に定める調査を拒み、

妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提

出を怠ってはならない。 

 （承諾事項） 

第 14 条 乙は、宅地の引渡しを受けた日から 10 年以内に、

当該宅地に関して次に掲げる行為をしようとする

ときは、書面により甲へ依頼し、あらかじめ承諾を

受けなければならない。 

（１）金融機関等による当該宅地にかかる権利の設定を

行うこと。 

（２）当該宅地の分合筆に関すること。 

（３）当該宅地の贈与等に関すること。 

 （契約の解除） 

第 15 条 甲は、次の各号に定める事由が生じたときは、本

契約を解除することができる。この場合において、

第４条に定める契約保証金は甲に帰属するものと

し、乙に損害を与えても、甲は補償の責めを負わ

ない。 

（１）乙が、本契約に定める義務を履行しないとき。 

（２）乙が、本契約に定める義務に違反したとき。 

（３）乙から契約解除の申し出があったとき。 

（４）乙が、本契約の締結にあたり虚偽の申請を行ったこ

とが判明したとき。 

（５）乙が、本契約の締結後、第５条に定める義務を履行 

するまでの間に、暴力団または暴力団員（暴対法第

２条第６号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。）

若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であること

が判明したとき。 

 （原状回復の義務） 

第 16条 乙は、甲が買戻し特約に基づき本契約を解除し、

宅地を買戻したときは、直ちに当該宅地を原状に

回復の上、甲の指定する期日までに返還しなけ

ればならない。 

２  乙は、甲が買戻し特約に基づき本契約を解除し、

宅地を買戻したときは、当該宅地に設定されてい

るすべての権利を、宅地の明渡しまでに乙の責

任において抹消するものとする。 

 （譲渡代金の返還） 

第17条 甲は、買戻し特約に基づき本契約を解除し、宅地

を買戻したときは、本契約に基づき乙が甲に支払

った譲渡代金を、乙が前条による宅地の明渡しを

完了すると同時に、乙に返還するものとする。 

 （違約金） 

第 18 条 乙は、甲が第 15 条に基づき本契約を解除したと

きは、譲渡代金の 100 分の 10 に相当する違約

金を甲に支払うものとする。 

２  前項の違約金は、違約罰であり、次条に定める

損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しない。 

３  第１項の違約金は、契約保証金から控除し、な

お不足を生ずる場合は、追徴するものとする。 

 （損害賠償） 

第19条 甲が本契約を解除し、宅地の買戻しによって損害

を受けた場合は、甲はその損害賠償を乙に請求

できるものとする。 

２  前項の損害の額は、甲が定めるものとする。 

 （返還金と違約金又は損害賠償金との相殺） 

第 20 条 甲は、本契約を解除し、宅地を買戻したときは、 

第 17 条の規定により甲から乙に返還すべき金

額があるときは、乙に返還すべき金額から第 18

条、第 19 条の規定により乙が甲に支払うべき金

額を差し引いた残額を、乙に返還することができ

るものとする。 

 （公租公課の負担） 

第21条 当該宅地に賦課される固定資産税等の公租公課

は、納税告知書の宛名名義人のいかんにかかわ

らず、甲より宅地の引渡しを受けた日以降は、乙

の負担とする。 

 （登記事務等） 

第 22 条 第６条第３項及び第４項に規定する宅地の所有

権移転及び買戻し特約登記、並びに本契約書

作成に係る事務は、甲が乙に協力して行うもの

とする。 

２  第 16 条第２項に係るすべての権利の抹消は、

乙の費用負担で行うものとする。 

３  乙は、宅地の本契約締結の日から 10 年間の期



間満了後、甲に対して買戻し特約登記の抹消を

請求することができる。 

 （管轄裁判所） 

第 23 条 本契約から生じる権利義務等に関し争いが生じ

たときは、福岡地方裁判所小倉支部を管轄裁判

所とする。 

 （疑義等の決定） 

第 24 条 本契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑

義が生じたときは、甲と乙とが誠意をもって協議し

て定めるものとする。 

本契約を証するための契約書２通を作成し、甲、乙記名押

印の上、各自１通を保有するものとする。 

令和  年  月  日 

甲   北 九 州 市 

         代表者  北九州市長  北 橋 健 治 

 乙   住 所     

          氏 名      


